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       令和元年第３回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 令和元年 ９月１２日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室 

１．開  会 令和元年 ９月１２日 

       午前 ８時５７分 

１．閉  会 令和元年 ９月１２日 

       午前１１時３８分 

１．出 席 委 員        

   委員長  源  正樹 

   副委員長 加藤 美香 

   委員   信宮 徹也 

   委員   河野 清一 

   委員   二宮 一朗 

   委員   宇都宮 明宏 

   委員   酒井 宇之吉 

１．欠 席 委 員 

   な  し 

１．出席説明員 

   生活福祉部長    

   兼福祉事務所長  藤井 兼人 

   医療介護部長   山岡 薫彦 

   市民課長     松本 豊和 

   健康づくり推進課長  沖村 智 

長寿介護課長   宇都宮 積矢 

子育て支援課長  松田 禎子 

   福祉課長     長野 静香 

   つくし苑事務長  岩本 博文 

医療対策室長   亀岡 敦志 

市民課長補佐   桝田 寿美子 

人権対策室長   森川 圭三 

市民課係長    宇都宮 千春 

市民課係長    二宮 夕子 

市民課係長    西村 由起 

健康づくり推進課長補佐  井上 理恵 

健康づくり推進課保健師長  佐々木 靖子 

健康づくり推進課係長  二宮 真紀 

長寿介護課長補佐  信宮 佳子 

長寿介護課保健師長  三瀬 穂津美 

長寿介護課係長  野本 伸二 

長寿介護課係長  柴田 直樹 

子育て支援課係長  清家 昌弘 

子育て支援課主査  山下 元紀 

福祉課長補佐   大野本 敦 

福祉課係長    梶原 健司 

   つくし苑事務長補佐  垣内 千幸 

 

１．出席議会事務局職員 

   書記    三好 祐介 

 

１．会議に付した事件   

    議案第1 3 2号 西予市地域共生型交流拠点施設の

設置及び管理に関する条例制定に

ついて 

    議案第1 3 7号 西予市印鑑の登録及び証明に関す

る条例の一部を改正する条例制定

について 

    議案第1 3 8号 西予市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定につい

て 

    議案第1 3 9号 西予市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定

について 

    議案第1 4 3号 令和元年度西予市一般会計補正予

算（第２号） 

議案第1 4 4号 令和元年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計補正予算（第１

号） 

議案第1 4 6号 令和元年度西予市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号） 

議案第1 4 7号 令和元年度西予市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 

議案第1 4 8号 令和元年度西予市介護保険特別会

計補正予算（第２号） 

議案第1 5 2号 令和元年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計補正予算（第２

号） 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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  開会 午前８時57分 

○加藤副委員長 

これより令和元年第３回定例会厚生常任委員会

を開会いたします。 

開会にあたり委員長より挨拶があります。 

○源委員長  

 委員長が挨拶を行う。 

○加藤副委員長 

次に、藤井生活福祉部長より挨拶をよろしくお

願いいたします。 

○藤井生活福祉部長 

 藤井生活福祉部長が挨拶を行う。 

○加藤副委員長 

 ありがとうございました。 

それでは注意事項を申し上げます。発言の際に

は挙手の上、委員長の許可を得てからお願いいた

します。 

それでは、これより先の進行は委員長で行って

いただきます。 

 

【生活福祉部】 

【市民課】 

○源委員長 

それではこれより本日の会議を開きます。 

まず、議案第137号「西予市印鑑の登録及び証

明に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」を議題といたします。 

松本課長より説明をお願いいたします。 

○松本市民課長 

それでは、議案第137号「西予市印鑑の登録及

び証明に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」ご説明を申し上げます。 

今回の改正は、近年社会において、旧氏（旧

姓）を使用しながら活動する女性が増えたことに

より、さまざまな活動の場面で旧氏を使用しやす

くなるよう住民基本台帳法施行令の一部が改正さ

れましたことにより、住民票の記載事項に旧氏が

加えられたことに伴い、印鑑登録原票に登録する

事項に旧氏を加える必要があることから本条例の

一部を改正するものであります。施行の期日は法

の施行に合わせて、令和元年11月５日とするもの

であります。 

また、今回の改正に合わせまして、心と体の性

が一致しない人を初めとする性的少数者への配慮

として、印鑑登録証明書に男女の別を記載しない

ように変更することとしております。県内の全て

の自治体は同様に変更することになっておりま

す。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

○酒井委員 

ただいま課長のお話の中で、県下の自治体はっ

ていうことだったんですけども、これは国の法改

正の中でどこも強制的にやらなければいけないん

ではないんでしょうか。自治体の権限の範囲の中

に任せられているんですか、その点をお聞きしま

す。 

○松本市民課長 

印鑑登録に関しては、市の条例によって定めら

れています。国の強制ではありません。ただ、全

般こういう性的少数者の意見が多いということ

で、各自治体、男女の別を記載しないような形で

社会のほうは動いております。 

○酒井委員 

印鑑証明の条例についてはということでした

ら、氏につけることに関しても自治体の権限でい

いんですか。これは国の権限じゃないんでしょう

か。 

○松本市民課長 

氏については住民基本台帳法の施行令が改正す

るに当たって印鑑登録に関して記載する必要があ

ったということで酒井委員の言われたとおりで

す。 

○酒井委員 

印鑑登録基本台帳の法規制と印鑑証明を発行す

る、そういう自治体の権限とは、法的に権限の範

囲の部署が違うという解釈でよろしいですか。 

○松本市民課長 

酒井委員の言われるとおりです。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

11月５日から改正されることであるならば、実

印を使って行うことに対しては今後旧姓でできる

ようになるという解釈でよろしいでしょうか。 

○松本市民課長 
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11月５日以降は実印も旧姓の実印で登録するこ

とができます。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第137号「西予市印鑑の登録及び証明に関

する条例の一部を改正する条例制定について」原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会としては原案ど

おり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時07分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時11分） 

次に、議案第143号「令和元年度西予市一般会

計補正予算（第２号）」市民課所管分及び、議案

第144号「令和元年度西予市住宅新築資金等貸付

事業特別会計補正予算（第１号）」、議案第

146号「令和元年度西予市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）」、議案第147号「令和元年

度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）」の４件について、それぞれ関連があります

ので一括議題といたします。 

松本課長より説明をお願いいたします。 

○松本市民課長 

それでは、議案第143号「令和元年度西予市一

般会計補正予算（第２号）」の市民課所管分につ

きまして、補正予算に基づきご説明を申し上げま

す。 

補正予算書の17ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせ

ていただきます。歳出からご説明いたします。 

3款民生費、1項社会福祉費、5目国民年金事務

費、補正額112万4000円の増額補正でございま

す。市民課職員の産前産後休暇により、嘱託職員

任用に伴う4節共済費及び7節賃金の合計112万

4000円を計上するものであります。 

続きまして、19ページをごらんください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費、補正額42万3000円のうち、市民課の該当分

は、28節繰出金、診療所勘定繰出事業で131万

5000円の減額補正でございます。この繰出事業に

つきましては、国民健康保険特別会計診療施設勘

定会計補正予算でご説明させていただきます。 

続きまして、歳入の11ページをごらんくださ

い。 

13款国庫支出金、3項委託金、2目民生費委託

金、補正額101万1000円の増額補正でございま

す。国民年金事業で、嘱託職員雇用に伴う人件費

に係る費用分について、基礎年金事務費委託金を

増額するものでございます。 

続きまして、12ページをごらんください。 

17款繰入金、1項特別会計繰入金、3目住宅新築

資金等貸付事業特別会計繰入金、補正額11万

8000円の増額補正でございます。前年度繰越金の

確定により、一般会計の繰入金として計上するも

のであります。住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算でご説明させていただきます。 

続きまして、17款繰入金、1項特別会計繰入

金、5目国民健康保険特別会計繰入金、補正額

2811万9000円の増額補正でございます。前年度繰

越金の確定により、一般会計への繰入金として計

上するものであります。国民健康保険特別会計補

正予算でご説明させていただきます。 

続きまして、13ページをごらんください。 

19款諸収入、5項雑入、4目雑入、補正額2824万

7000円の増額補正でございます。後期高齢者医療

で、平成30年度に療養給付負担金として広域連合

へ納付した負担金の確定による精算に伴う負担金

の返還金によるものであります。 

以上、議案第143号「令和元年度西予市一般会

計補正予算（第２号）」の市民課所管分について

のご説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第144号「令和元年度西予市

住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）」につきまして、補正予算書に基づきご説明

を申し上げます。 

補正予算書７ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明させて

いただきます。歳出からご説明いたします。 

3款諸支出金、2項繰出金、1目繰出金、補正額

11万8000円の増額補正であります。前年度繰越金

確定により、一般会計への繰出金として計上する

ものであります。 

前ページ歳入の６ページをごらんください。 

4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額
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11万8000円の増額補正でございます。前年度繰越

金確定により、歳出の繰出金と同額を計上してお

ります。 

以上、議案第144号「令和元年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）」

についてのご説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第146号「令和元年度西予市

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」につ

きまして、補正予算書に基づきご説明を申し上げ

ます。 

補正予算書８ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせ

ていただきます。歳出からご説明いたします。 

6款基金積立金、1項基金積立金、1目財政調整

基金積立金、補正額1億1887万3000円の増額補正

でございます。前年度繰越金の確定により、その

一部を財政調整基金に積み立てるもので、地震や

風水害などの突発的な大規模災害等の不測の事態

に備え、また、事業の健全な運営を図るためのも

のであります。 

続きまして、7款諸支出金、1項償還金及び還付

加算金、3目償還金、補正額1220万2000円の増額

補正でございます。平成30年度分の愛媛県国民健

康保険保険給付費等交付金の確定による精査に伴

う交付金を返還するものでございます。 

続きまして、7款諸支出金、2項繰出金、2目一

般会計繰出金、補正額2811万9000円の増額補正で

ございます。前年度繰越金確定により、その一部

を一般会計に繰り出すものであります。繰越金を

償還金及び積立金に充てた残りの金額となってお

ります。 

前ページ歳入の７ページをごらんください。 

8款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額1億

4752万2000円の増額補正でございます。前年度繰

越金確定によるものであります。 

続きまして、9款諸収入、4項雑入、6目雑入、

補正額1167万2000円の増額補正でございます。平

成30年度分市町が払い込むべき診療報酬等の額の

精算による返還金となっております。これで事業

勘定補正予算についてのご説明とさせていただき

ます。 

引き続きまして、診療施設勘定会計歳入歳出補

正予算についてご説明を申し上げます。 

補正予算書の13ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明させて

いただきます。歳入のみの補正予算でございま

す。 

4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰

入金、補正額131万5000円の減額補正でございま

す。前年度繰越金に伴う一般会計繰入金の造成に

よるものでございます。 

続きまして、5款繰越金、1項繰越金、1目繰越

金、補正額131万5000円の増額補正でございま

す。前年度繰越金確定によるものではございま

す。 

以上で、議案第146号「令和元年度西予市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）」について

のご説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第147号「令和元年度西予市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」に

つきまして、補正予算書に基づきご説明を申し上

げます。 

補正予算書７ページをごらんください。 

国保特別会計と同じく、歳入歳出補正予算事項

別明細書でご説明させていただきます。歳出から

ご説明いたします。 

2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高

齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広

域連合納付金、補正額246万4000円の増額補正で

ございます。平成31年３月分の普通徴収及び、平

成31年４月、令和元年５月分の納入分の保険料収

入を愛媛県後期高齢者医療広域連合へ納付するも

のでございます。 

前ページ歳入の６ページをごらんください。 

4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、前年度繰

越金としまして歳出と同額の246万4000円を計上

いたしました。歳出でご説明いたしたとおり、広

域連合への納付する保険料収入額の報告は、月末

締め翌月報告となり、広域連合から納付金の請求

は報告した月の属する年度となることから、保険

料相当分が繰越金となっております。 

以上で、議案147号「令和元年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について

のご説明とさせていただきます。 

以上４議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○源委員長 

それでは、議案に対し説明が終わりました。こ

れより本件４案に対する一括質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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○河野委員 

144号住宅新築資金等貸付事業ですけれども、

これはまだ貸し付けの残高どれほどあるのかと何

件分であるかをお聞きしたらと思います。 

○松本市民課長 

現在の収入未済額の合計が8793万3205円です。

件数は、宇和が26件、野村が16件、合わせて42件

です。 

○河野委員 

貸付償還の延滞は発生してはないんですかね。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時24分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時24分） 

○松本市民課長 

延滞金はありますけど現在つけておりません。

督促手数料のみ徴収しております。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時25分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時27分） 

ほかに質疑はありませんか。 

○源委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

これより議案順に採決を行います。 

まずは、議案第143号「令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」のうち、市民課所管分

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

続きまして、議案第144号「令和元年度西予市

住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）」について、原案に賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

続きまして、議案第146号「令和元年度西予市

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

次に、議案第147号「令和元年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）」につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時29分） 

 

【健康づくり推進課】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時31分） 

続きまして、健康づくり推進課所管分の審査に

移ります。 

議案第143号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」のうち、健康づくり推進課所管

分について議題といたします。 

沖村課長より説明をお願いいたします。 

○沖村健康づくり推進課長 

それでは、議案第143号「令和元年度西予市一

般会計補正予算（第２号）」のうち、健康づくり

推進課所管分の補正予算につきまして、予算書に

基づきご説明申し上げます。 

予算書11ページをお開きください。 

歳入についてご説明申し上げます。 

13款国庫支出金、2項国庫補助金、2目衛生費国

庫補助金、1節保健衛生費国庫補助金のうち、

38万1000円の増額補正計上でございます。これ

は、来年６月からマイナンバー制度を活用した健

診情報の閲覧や市町村間での情報連携が開始され

ることに伴う健康管理システム改修費57万2000円

のうち３分の２の38万1000円を母子保健情報連携

システム改修事業費国庫補助金として、歳入を見

込んだものでございます。 

なお、この歳出となるシステム改修費57万

2000円は、補正予算書15ページの2項総務費、1項

総務管理費、8目電算管理費の電算システム開発

導入事業として、まちづくり推進課から計上して

おりますので申し添えます。 

以上、一般会計補正予算（第２号）の健康づく

り推進課所管分の説明を終わります。 

よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう
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お願いをいたします。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。これより本案に対

する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第143号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」のうち、健康づくり推進課所管

分について、原案に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。よって当委員会としては

原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時34分） 

 

【福祉事務所】 

【長寿介護課】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時37分） 

続きまして、長寿介護課所管分の審査に入りま

す。 

まずは、議案第143号「令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」のうち長寿介護課所管

分について審査を行います。 

宇都宮課長より説明をお願いします。 

○宇都宮長寿介護課長 

それでは議案第143号「令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」について、議案第

148号「令和元年度西予市介護保険特別会計補正

予算（第２号）」については関連がございますの

で一括してご説明させていただきます。 

それではまず初めに議案第143号「令和元年度

西予市一般会計補正予算（第２号）」のうち、長

寿介護課所管分につきまして、補正予算書に基づ

いてご説明を申し上げます。歳出予算からご説明

いたしますので予算書16ページをお開きくださ

い。 

3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費、

15節工事請負費407万円を増額計上しておりま

す。これは、游の里健康センター温泉設備におい

て２カ所ある源泉のうち、第１源泉ポンプが故障

したため、水中ポンプを取りかえるものでござい

ます。なお、現在は第２源泉で対応しておりま

す。 

次に、19節負担金補助及び交付金17ページをご

らんください。宇和福祉の里事業補助金 4万

4000円を増額計上しております。宇和福祉の里事

業は、宇和町地域の保健福祉の増進を図り、民間

福祉団体等が行う先進的な事業の助成及び福祉施

設の建築整備事業の円滑な執行を図るもので、宇

和福祉の里基金を財源として実施されておりま

す。今年度は17件が交付決定となりました結果、

団体への助成額が不足するため、増額するもので

ございます。 

次に、28節繰出金、介護保険特別会計繰出事業

61万円を減額計上しております。この繰出事業に

つきましては、介護保険特別会計補正予算でご説

明させていただきます。 

続きまして、歳入予算のご説明をいたします。 

予算書の13ページをお開きください。 

17款繰入金、2項基金繰入金、7目1節宇和福祉

の里基金繰入金4万3000円を増額計上しておりま

す。これは先ほどご説明いたしました宇和福祉の

里事業に伴う財源として繰り入れるものでござい

ます。 

次に、15目1節地域福祉基金繰入金850万3000円

を増額計上しております。これは福祉課が所管し

ておりますせいよチャレンジ・スペース整備事業

に係る財源として繰り入れるものでございます。 

次に、同じく18目1節地域振興基金繰入金

4979万円のうち、407万円の増額補正につきまし

ては、先ほど歳出でご説明いたしました游の里健

康センター運営委託事業の財源として充当するも

のでございます。地域振興基金につきましては財

政課が所管しております。 

以上で、議案第143号「令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」の長寿介護課所管分の

ご説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第148号「令和元年度西予市

介護保険特別会計補正予算（第２号）」につきま

して、補正予算書に基づいてご説明を申し上げま

す。 

歳出予算からご説明いたします。予算書の７ペ

ージをお開きください。 

1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に

つきまして、予算の増減はございませんが、介護
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報酬改定に伴う介護保険システム改修に係る国庫

補助金の確定により、財源の組み替えを行うもの

でございます。 

次に、4款基金積立金、1項基金積立金、1目介

護給付費準備基金積立金、25節積立金2638万

4000円を増額計上しております。これは、平成

30年度の実質収支7293万5000円から給付実績額の

確定に伴う超過交付及び追加交付となった交付金

を精算した金額で、介護給付費準備基金に積み立

てるものでございます。 

次に、5款諸支出金、1項償還金及び還付加算

金、3目償還金、23節償還金利子及び割引料

5675万円を増額計上しております。先ほどの基金

積立金と同様に、平成30年度の精算による介護給

付費及び地域支援事業に係る国・県支払い基金へ

の返還金でございます。 

続きまして、歳入予算でございますが、予算書

の６ページをお開きください。 

4款国庫支出金、2項国庫補助金、2目1節介護保

険事業費国庫補助金61万円を増額計上しておりま

す。これは介護報酬改定に伴う介護保険システム

改修に係る国庫補助金の確定によるものでござい

ます。 

次に、6款支払基金交付金、1項支払基金交付

金、1目介護給付費交付金、2節過年度分1020万円

を増額計上しております。平成30年度の介護給付

費交付金の確定に伴う追加交付金でございます。 

次に、8款繰入金、1項一般会計繰入金、2目そ

の他一般会計繰入金、2節事務費繰入金61万円の

減額計上は、介護保険システム改修に伴う国庫補

助金の確定に伴い減額するものでございます。 

最後になりますが、9款繰越金、1項繰越金、

1目繰越金、1節前年度繰越金7293万4000円を増額

計上しております。これは、先にご説明いたしま

した平成30年度の実質収支金額でございますが、

これを今年度の歳入予算に前年度繰越金として計

上するものでございます。 

以上で、議案第148号「令和元年度西予市介護

保険特別会計補正予算（第２号）」のご説明とさ

せていただきます。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようよろしくお願いいたします。 

○源委員長 

ありがとうございました。すいません、私再開

の冒頭に議案第148号について一括議題とするこ

とを申し添えするのを失念しておりまして大変申

しわけございません。つけ加えまして、訂正とさ

せていただければと思います。お願いいたしま

す。 

それでは説明が終わりましたので、本件２案に

対する一括質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

143号の補正予算の中の游の里健康センター運

営委託事業407万円が、源泉の水中ポンプという

説明があったんですけども、水中ポンプの事業者

に対する委託の仕方はこちらの課がするのか、游

の里がしてこっちがお金を払うのか、その方法を

ちょっと教えてほしいんですけど。 

○宇都宮長寿介護課長 

ただいまのご質問に対してお答えいたします。

現在、指定管理者制度で事業の運営を委託してお

りますが、施設の修繕については細かく分類され

ておりまして、50万以上を超える施設整備につい

ては西予市で整備するということとなっておりま

す。 

○二宮委員 

ということはこの業者に委託するのは西予市の

財政ですか。 

○宇都宮長寿介護課長 

失礼いたしました。西予市で整備を行うもので

すので、長寿介護課で業者と契約してポンプの取

りかえを行うこととなります。 

○二宮委員 

その業者は市内ですか、市外ですか。 

○宇都宮長寿介護課長 

このポンプが地下800メートルの水源からちょ

っと細かいところ忘れたんですけれどもポンプを

下げております。市内業者にそういったところを

扱うところがございませんでしたので、現在２社

見積もりをとりまして予算計上しております。 

○二宮委員 

水中ポンプ等につきましては、なかなか素人考

えで金額的にわかりにくいとこがあって、例えば

西予市であれば、水道事業等がそういうところを

利用しているんでそういうところを参考にして委

託されると金額が公正なというたら変ですけど

も、このぐらいかなという納得できる金額ができ

るんじゃないかと思うんで、行政の縦割り横割り

というのがあるんですけれども、ぜひそういうの
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を参考にして、経費削減にできれば努めていただ

ければいいかなと思いまして、よろしくお願いし

ます。 

○酒井委員 

ただいまの関連した件でございますけれども、

游の里は、先般大きな予算をつけてやりかえると

いうことになったんですが、これが補正予算に上

がった理由ってのは。こんなものは最初のときに

入れてなきゃいけない問題じゃ、予算じゃないで

すか。それが何で水中ポンプが補正予算に上がっ

てくるんかなと思うんですけども。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時50分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時53分） 

○宇都宮長寿介護課長 

先ほどのご質問の件でございますが、第１源泉

のポンプにつきましては、最近故障が発覚し、今

回の補正で計上させていただきました。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○酒井委員 

福祉の里の金額が少し小さいのが上がっている

んですけど。これについては17事業とおっしゃい

ましたよね。17事業が当初の予算の中に、私説明

を受けているような気がしないんですが、17事業

の中全体で足らなくなったのか、それとも17事業

の中で固定して足らなくなったのか、その点17事

業がどんなものなのか、私は知らないんですが、

17事業っていうのはどんなもんなんですか。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時54分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時58分） 

○宇都宮長寿介護課長 

先ほどの宇和福祉の里基金の件でございます

が、当初16団体350万円を予算計上しておりまし

たが、今年度、18団体の申請がございまして、基

金運営委員会で審議した結果、17団体へ補助金を

交付することと決定となりましたので4万4000円

が不足することとなりました。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

これより議案順に採決を行います。 

まずは、議案第143号「令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」のうち、長寿介護課所

管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

続きまして、議案第148号「令和元年度西予市

介護保険特別会計補正予算（第２号）」につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時59分） 

 

【子育て支援課】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時08分） 

続きまして、子育て支援課に関する議案の審査

に入ります。 

まずは、議案第138号「西予市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について」を議題といたし

ます。 

松田課長より説明をお願いいたします。 

○松田子育て支援課長 

議案第138号「西予市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定について」ご説明を申し上げます。 

家庭的保育事業等として、家庭的保育事業、小

規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保

育事業の四つの事業類型があり、本市において本

条例に該当しますのは、事業所内保育事業を実施

するスマイル保育園のみとなります。本条例は、

実施事業者が事業を実施する際、遵守しなければ

ならない設備及び運営に関する基準を定めたもの

であります。 

今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令等が施行さ

れたことから、その基準に基づき本条例の一部を

改正するものであります。 

主な改正内容としましては、家庭的保育事業者
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等による保育提供終了後の継続的な保育を実施す

る連携施設の確保について、猶予期間を５年から

10年に延長するほか、著しく連携施設の確保が困

難な場合は、連携施設の確保を不要とするなど、

基準等を緩和するものであります。スマイル保育

園につきましては、連携施設として西予総合福祉

会と協定書を締結しており基準を満たしておりま

す。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

○酒井委員 

保護者、市民に徹底するための啓蒙活動とかそ

ういうことはどのようにされておりますかお聞き

します。今後、そういうスケジュールがありまし

たらお聞きをさせていただきます。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時12分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時12分） 

○酒井委員 

先ほどの質問につきましては、次の議案の中に

該当するようでございますので、そちらで質問さ

せていただきます。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第138号「西予市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定について」原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。よって、当委員会として

原案どおり可決することに決しました。 

続きまして、議案第139号「西予市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

松田課長より説明をお願いいたします。 

○松田子育て支援課長 

議案第139号「西予市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について」ご説明を申し上げ

ます。 

放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第６条

の３第２項の規定に基づき、保護者が労働等によ

り昼間家庭にいない小学校に就学している児童に

対し、授業の終了後、小学校の余裕教室や児童館

等を利用して、適切な遊び及び生活の場を与え

て、その健全な育成を図るものでございます。 

本市における放課後児童健全育成事業につきま

しては、社会福祉法人が運営する施設が７カ所、

株式会社が運営する施設が１カ所の合計８カ所で

学童保育を実施し、５月１日現在で299名の児童

が利用しております。本条例は、放課後児童健全

育成事業を実施する事業者が、市内で事業を実施

する際、遵守しなければならない設備及び運営に

関する基準を定めたものであります。 

今回の改正は、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施

行されたことによるものであります。 

改正内容としましては、これまで放課後児童支

援員は、都道府県が行う放課後児童支援員認定資

格研修を修了する必要がありましたが、新たに政

令指定都市においても研修が実施できるよう省令

が改正されたことを受け、本条例の一部を改正す

るものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第139号「西予市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について」原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 
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挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

それでは続きまして、議案第143号「令和元年

度西予市一般会計補正予算（第２号）」のうち、

子育て支援課所管分についてを議題といたしま

す。 

松田課長より補正予算案について説明をお願い

いたします。 

○松田子育て支援課長 

それでは、議案第143号「令和元年度西予市一

般会計補正予算（第２号）」の子育て支援課所管

分につきまして、補正予算書に基づきご説明を申

し上げます。 

歳出予算からご説明申し上げます。予算書の

17ページ下段をごらんください。 

3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務

費1123万1000円の増額補正でございます。この内

容につきまして事業概要をごらんください。放課

後児童健全育成事業につきましては、業務委託料

の国単価の増額に伴う８つのクラブ委託料187万

7000円の増額と平成30年度の実績で、障害児加算

を受けていたクラブで途中退所があり、返還金

36万2000円が発生し、合わせて223万9000円の増

額補正でございます。 

次に、子育て支援センター事業につきまして、

業務委託料の国単価の増額に伴う委託料43万

7000円の増額と学童保育事業との連携体制がとれ

ず、加算分の返還金108万5000円が発生し、あわ

せて152万2000円の増額補正でございます。 

３段目の保育支援事業につきましては、国単価

の増額により、延長保育事業、一時預かり事業、

病児保育事業の補助金82万6000円の増額と平成

30年度保育士不足のため一時預かりができなかっ

たための返還金及び病児保育の利用実績減数によ

る返還金509万3000円のあわせて519万9000円の増

額補正でございます。 

４段目の児童福祉施設整備事業につきまして

は、下宇和地区学童保育施設整備のための補正で

ございます。土地取得費の補正を６月定例議会で

ご承認いただきました。今回は、基本設計、実施

設計業務委託料に係る費用として155万1000円の

増額補正でございます。建築につきましては、令

和２年度に児童福祉施設整備補助金、国３分の

１、県３分の１を申請し整備を進めていく予定で

ございます。 

続きまして、17ページから18ページ、2目児童

措置費3393万4000円の増額補正でございます。事

業概要の教育・保育給付費支給事業につきまし

て、10月から開始の幼児教育・保育の無償化によ

って、３歳から５歳児の保育料が無料となりま

す。それに伴いまして、市立幼稚園及び認定こど

も園が自園で徴収していた保育料収入が減額とな

ることから、保育料減額相当額として、運営費負

担金2321万8000円と平成30年度における民間施設

の運営費実績による国庫返還金395万8000円をあ

わせて2717万6000円の増額補正でございます。 

事業概要２段目幼児教育・保育無償化事業につ

きまして、無償化を円滑に進めるために必要な周

知チラシ作成委託料、事務用品、備品及び消耗品

費169万4000円と無償化の対象となる幼稚園等の

預かり保育や認可外保育施設等の利用者負担金、

また、無償化とあわせて国が実施する副食費免除

対象外となる方に対して、市が独自に行う第３子

以降の副食費減免に係る負担金506万4000円をあ

わせて675万8000円を増額補正するものでござい

ます。 

次に予算書18ページの4目保育所費をごらんく

ださい。 

予算に増減はございませんが、公立保育所等に

おける幼児教育・保育の無償化に伴う財源の組み

替えを行うものでございます。 

続きまして24ページ下段をごらんください。 

10款教育費、4項幼稚園費、1目幼稚園費106万

6000円の増額補正でございます。この補正につき

ましては、無償化とあわせて実施される副食費の

免除によって、公立幼稚園が自園で徴収していた

給食費収入が減額となることから、副食費減額相

当額として、負担金106万6000円を増額補正する

ものでございます。あわせて公立幼稚園等におけ

る幼児教育・保育の無償化に伴う財源の組み替え

を行うものでございます。 

次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

ここで事前にデータでお配りしております一覧に

なったものと本日お配りしたものをお手元に準備

していただいたらと思います。 

まず初めに幼児教育・保育の無償化に係る歳入

予算についてご説明をいたします。お手元に配付

しております幼児教育・保育無償化に係る歳入予

算充当事業一覧及び予算書の10ページ上段をごら

んください。 
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11款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費

負担金4518万5000円、及び12款使用料及び手数

料、1項使用料、7目教育使用料111万9000円は、

幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料収入の減

額補正をするものでございます。一覧の中に、各

公立の減額相当分と認定こども園、幼稚園の保育

料の減額について一覧にしております。この保育

料収入の減額のうち、私立保育所保護者負担金に

対しましては、予算書10ページ下段の13款国庫支

出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、子

どものための教育・保育給付費国庫負担金3272万

円及び、11ページ下段14款県支出金、1項県負担

金、2目民生費県負担金、子どものための教育・

保育給付費県負担金が措置されるため増額補正を

するものでございます。 

続きまして10ページ下段をごらんください。 

13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国

庫負担金、子育てのための施設等利用給付交付

金、及び11ページ下段14款県支出金、1項県負担

金、2目民生費県負担金、子育てのための施設等

利用給付交付金は、幼児教育・保育無償化事業で

行う認可外保育施設等の無償化に対する国・県交

付金について増額補正をするものでございます。 

13款国庫支出金、2項国庫補助金、1目民生費国

庫補助金、子ども・子育て支援事業費国庫補助金

は、幼児教育・保育無償化事業等で行う無償化事

務を円滑に進めるために必要な事務費に対する補

助金について増額補正をするものでございます。

これにつきましては一覧に載せておりますように

10分の10の補助となっております。 

続きまして、９ページ中段をごらんください。 

8款地方特例交付金、1項地方特例交付金6116万

8000円の増額補正でございます。今年度に限り無

償化に要する費用のうち、各自治体が負担する額

につきまして、国から臨時交付金として交付され

ます。 

なお、この地方特例交付金につきましては、国

の方針として一般財源として取り扱うこととされ

ておりますので、幼児教育・保育の無償化に係る

事業に財源充当されてはおりません。 

以上が、今回補正計上いたしました幼児教育無

償化に係る歳入予算でございます。 

次に、11ページ上段の13款国庫支出金、2項国

庫補助金、1目民生費国庫補助金、子ども・子育

て支援交付金、及び12ページの14款県支出金、

2項県補助金、2目民生費県補助金、子ども・子育

て支援事業費県補助金につきましては、歳出でご

説明いたしました放課後児童健全育成事業、子育

て支援センター事業、保育支援事業の国単価の増

額による補正額につきまして交付されるもので、

国・県ともに補助率は３分の１となっておりま

す。 

続きまして、12ページ上段の14款県支出金、

2項県補助金、8目災害復旧費県補助金の社会福祉

施設災害復旧費県補助金57万7000円でございます

が、平成30年７月豪雨災害により被災した明浜中

学校内の学童保育室の復旧工事に関する補助金と

なっております。保険金収入がありましたので、

少額の補助となっています。 

以上、令和元年度西予市一般会計補正予算（第

２号）子育て支援課所管分のご説明とさせていた

だきます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

○酒井委員 

先ほどの関係の質問でございますけれども、こ

の無償化の10月１日からする部分について、保護

者に周知徹底の方法及び今後のスケジュールにつ

いて説明願いたいと思います。 

○松田子育て支援課長 

先ほど酒井委員より質問がありました保護者へ

の説明なんですけれども、８月の初旬にかけまし

て、保護者には全地区を回りまして説明をさして

いただいております。それと今回補正予算に載せ

させていただいたんですけれども、チラシ等を、

文章が多いものはなかなかわかりにくいものです

から、イラスト等を使ったわかりやすいチラシを

作成し配布する予定にしております。保育園・幼

稚園に通っている保護者ばかりではないので、そ

の方たちへの周知も兼ねまして、そのようなチラ

シを今後配っていく予定にしております。 

○源委員長 

ほかにありませんか。 

○酒井委員 

先ほど明浜の放課後学童保育の修理賃の補助金

が入っているんですけれども、あそこの裏の砂防
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だとか、そういうことを考え合わせてみますとあ

そこでやられるのが、今後どういうスケジュール

の見通しをされているのかお聞きをします。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時31分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時35分） 

○藤井福祉事務所長 

現在、オレンジクラブにつきましては、区長を

はじめ地元のご理解をいただいて、旧俵津集落総

合施設の２階にて学童を実施しております。地域

の方々には何かと、また保護者の皆様にもご不便

をおかけいたしております。 

今後の再開につきましては、このオレンジクラ

ブは中学校の一室をお借りして実施しているわけ

ですが、送迎箇所がちょうど学校の校舎の裏側、

今崩れているところが保護者の送迎場所になって

おりますことと、崩落箇所の地面には、給水配水

管が埋設されておるんですが、土砂が崩れたこと

によって工事ができなくて使用ができなくなって

おります。現在のところは裏山の崩落箇所の復旧

工事が完了してということで考えてはいるんです

が、その復旧工事が先ほど委員からもありました

ように、なかなか進んでいないという状況がござ

いますので、地元の方々、保護者の方々、そして

中学校とも協議をして、再開に向けてどのような

形で進むのがよいのかということを改めて検討さ

せていただいて、少しでも早く再開できるよう努

めたいと考えております。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時38分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時42分） 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいまより採決に移ります。 

議案第143号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」のうち、子育て支援課所管分に

ついて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時42分） 

 

【福祉課】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時46分） 

ただいまより福祉課所管分の議案について審査

を行います。 

まず、議案第132号「西予市地域共生型交流拠

点施設の設置及び管理に関する条例制定につい

て」を議題といたします。 

長野課長より説明をお願いいたします。 

○長野福祉課長 

それでは、議案第132号「西予市地域共生型交

流拠点施設の設置及び管理に関する条例制定につ

いて」ご説明申し上げます。 

せいよチャレンジ・スペース事業において、旧

三瓶授産場跡地に利用者の健康増進、社会参加及

び自立支援を促進し、地域共生社会を実現するこ

とを目的に、交流拠点となる施設の整備を進めて

おり、令和２年３月末までに完成見込みでありま

す。この施設には、就労支援を目的とした作業ス

ペースや健康増進を目的とした地域交流スペー

ス、地域の特産物などの販売や利用者の交流を目

的としたオープンスペースを整備し、誰もが活躍

できる地域共生社会の実現を目指していく場と位

置づけ、施設名称を西予市地域共生型交流拠点施

設とすることとしております。今回の条例制定

は、西予市地域共生型交流拠点施設の設置及び管

理について必要な事項を定めるものであります。 

本条例の主な内容といたしましては、施設の管

理を指定管理者に行わせるものとし、営業時間は

午前９時から午後８時まで、休業日は毎週火曜日

と年末年始６日間と定めております。施設の利用

料金につきましては、別表に定める額の範囲内で

指定管理者があらかじめ市長の承認を経て定める

ものとし、その使用料金は指定管理者の収入とし

て収受させることと定めております。 

なお、この条例の施行期日は公布の日から起算

して８カ月を超えない範囲内において、規則で定

める日としており、施設の開館は令和２年５月ご

ろを予定しております。 

以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 
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これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

○二宮委員 

今の説明で、自立支援を促進しというところが

あるんですけれども、実際に作業される方の収入

は大体どのぐらいが見込まれるんでしょうか。 

○長野福祉課長 

せいよチャレンジ・スペースでは、主にパン工

房を設置してパン販売を予定しております。そち

らで、就労支援の事業を行おうと思っております

ので、パン販売収入から経費を差し引きまして、

利用者の方の工賃とさせていただくようになって

おります。現在の試算では、おおよそ4万5000円

ほどの工賃が払えるのではないかと考えておりま

す。 

○二宮委員 

今、Ａ型、Ｂ型等のそういう就労支援施設があ

って、最近徐々にそういうところも金額上がって

いるように、民間がやっているところというのも

聞いとるんで、できたら8万円ぐらいは目標に頑

張っていただきたいなというのがあるんですけ

ど、ぜひ指定管理のところとの話の中でもそうい

うふうなことでお願いしておいていただければと

思います。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○酒井委員 

地域交流スペースがあるんですが、現在どうい

うものに地域交流をされる予定を計画いたしてお

りますか。 

○長野福祉課長 

地域交流スペースでは、健康増進を目的とした

健康器具を設置いたしまして、それらを利用して

いただくことに伴い、さまざまな講座であったり

とか、健康教室などをとおして地域交流を行って

いただこうと考えております。 

○酒井委員 

健康器具だとか、そういうものの体力増進とい

うことでしょうけれども、年齢制限だとか、使用

許可とか、そういうことに関しては指定管理者と

の話し合いになされるもんですか、それとも条例

とかそういうことに決める予定でございますか。 

○長野福祉課長 

現在のところ、こちらの考えといたしましては

年齢制限等を設けるつもりはございませんが、今

後指定管理者との話し合いのもとで詳細は決めて

いこうと考えております。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○二宮委員 

今の利用料金のところを見さしてもらったら、

ちょっと細かいんですけど、ボルダリングで１回

200円とあるんですけども、１回いうのは１回上

がって落ちたら終わりという１回でしょうか。 

○長野福祉課長 

１回といいますのは、その方が初めて終わられ

るまでということになりますので、時間制限なく

入られて１回利用されることというふうに思って

おります。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいまより本案に対して採決を行います。 

議案第132号「西予市地域共生型交流拠点施設

の設置及び管理に関する条例制定について」原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時54分） 

○源委員長 

再開いたします。（再開 午前10時57分） 

続きまして、議案第143号「令和元年度西予市

一般会計補正予算（第２号）」福祉課所管分につ

いてを議題といたします。 

長野課長より説明をお願いいたします。 

○長野福祉課長 

それでは、議案第143号「令和元年度西予市一

般会計補正予算（第２号）」の福祉課所管分につ

きまして、補正予算書に基づきご説明申し上げま

す。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせ

ていただきます。まずは、歳出予算からご説明い

たします。補正予算書の16ページをごらんくださ

い。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費、補正額2402万7000円の増額補正でございま
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す。せいよチャレンジ・スペース整備事業に関す

る施設整備内容の変更により、パン工房設備を整

備するために必要な消耗品費20万8000円及び備品

購入費927万5000円と駐車場整備にかかります工

事請負費203万7000円及び土地購入費1250万

7000円の合計2402万7000円を計上するものであり

ます。なお、駐車場用地につきましては、近隣に

ございます、いぶき団地の２区画を購入いたしま

す。 

続きまして、歳入の13ページをごらんくださ

い。 

17款繰入金、2項基金繰入金、15目地域福祉基

金繰入金850万3000円及び同18目地域振興基金繰

入金4979万円のうち、1552万4000円の増額補正に

つきまして、歳出予算でご説明しましたせいよチ

ャレンジ・スペースの財源として充当するもので

ございます。地域福祉基金につきましては長寿介

護課が、地域振興基金は財政課がそれぞれ所管し

ております。 

続きまして、歳入予算の11ページをごらんくだ

さい。 

13款国庫支出金、2項国庫補助金、1目民生費国

庫補助金、補正額420万8000円のうち、生活保護

費国庫補助金46万9000円増額補正でございます。

昨年度、生活保護世帯の子どもの大学等への進学

を支援するために創設されました新進学準備給付

金の情報をマイナンバー情報連携に追加するため

システム改修するもので、その費用の３分の２に

ついて国が補助することとなっております。 

システム改修に係る歳出予算につきましては、

予算書15ページをごらんください。 

2款総務費、1項総務管理費、8目電算管理費の

電算システム開発導入事業176万円のうち、福祉

課所管分は70万4000円でございます。 

以上で、議案第143号「令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」の福祉課所管分につい

てのご説明とさせていただきます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 

ただいまより質疑に入ります。質疑はありませ

んか。 

○二宮委員 

今ご説明いただきましたせいよチャレンジ・ス

ペース整備事業の2402万7000円の中の駐車場整備

203万7000円ですかね。説明会のときにもお話し

させていただきましたけれども、駐車場をそのま

ま砂利でおいておくというお話だったんですけど

も、今回の指定管理施設は、指定管理費用もとら

ないということで話を進めていくということ、あ

のときにもいろいろ、きちんと舗装したほうがい

いんじゃないかというお話もしましたけども、照

り返し云々というのもありましたけれども、例え

ば、これにもう１回再補正やないですけども、増

やしてでもやっぱりスタートの時点で、僕はしっ

かり整備しとくほうが後々追加でこうなりました

というよりはいいんじゃないかと。まだ今スター

トしているわけではないので、この３月までにし

っかりもう一回検討されて、照り返しのないよう

な舗装の方法もあるんじゃないかと思いますん

で、ぜひご検討いただきたいなと思いますけれど

も部長どうでしょうか。 

○藤井福祉事務所長 

この件に関しましては先ほどおっしゃられると

おり全員協議会の中でも、複数の議員の方からご

質問をいただいたところでございます。今のとこ

ろは砂利敷きということで整備を進めさせていた

だいております。照り返し等の問題もございます

ので、そういうふうにさせていただきたいと考え

ております。管理に関しましては、市と指定管理

者がしっかりと駐車場の管理もいたしまして、け

がとか、事故とかそういうことが起こらないよう

に十分に管理していきたいと考えております。全

員協議会でも市長が申しましたように、何かあっ

た時にはまた検討さしていただくということでご

答弁させていただいたと思いますが、そういうこ

とのないようにしっかりと管理をしていきますの

で何とぞご理解いただいたらと思います。 

○酒井委員 

今の説明は、ほとんどの議員がしたらどうです

かいうことですから予算的な差異がどれぐらいで

たんか、それくらい調べて、こういうご時世なん

で、アスファルトに改めるのはなかなかしにくい

ですけども、ここなんかは今度の最終予算ぐらい

で補正予算をもう一遍立てて、舗装費ポンと組ん

だらどうですか部長。そういうように委員会から

意見があったということを理事者側で検討してみ

てくださいよ。今回ちょっと会期が長いんで、い

つでも補正予算出せますんで、隣近所の人が照り
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返しがきついからいけんぞというような意見聴取

もしてないでしょ。そういうこともしてないと。

それをした後でも、照り返しがするからこうなっ

たんですよ。どちらがいいですかって隣近所聞い

てでもやってみるくらいの努力はしてみてくださ

いよ。そして最終いけなかったら、すばらしい意

見が出たら、すぐに改める力があるんだなという

ようなところを行政側もみせる必要があるんじゃ

ないですか。 

○藤井福祉事務所長 

酒井委員ありがとうございます。いただいた意

見につきましては、市長にもお伝えをさせていた

だいて、この件に関しては再度、また協議をさせ

ていただいたらと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○酒井委員 

これ事業の名前とかそんなものを地域拠点整備

施設の設置及び管理に関する条例制定とか、それ

からチャレンジ事業とか、事業という名前と条例

の名前は出るんですけど、ここの通称の名前はネ

ーミングされる予定なんですか。ある程度時期が

たってからやられるんですか、その点お聞きしま

す。 

○長野福祉課長 

愛称につきましては、今後、指定管理者と協議

をいたしまして、公募なりそういった形で定めて

いきたいと考えております。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

せいよチャレンジ・スペース事業でパン工房が

入るということなんですけれども、Ｂ型支援所な

どが入ってパンを焼かれるのではないかと思うん

ですけれども、もうその支援所は決まっているの

かと。また、１日どれぐらい焼かれるか、どれぐ

らいの利益になるのかちょっと教えてください。 

○長野福祉課長 

現在、障がい者就労支援事業としてＢ型事業を

考えております。１日のパンですが、売り上げと

しましては、製造としましては、おおよそ１日

100から200個を製造する予定でおります。売り上

げとしましては、１カ月のパンの売り上げを大体

35万ぐらいを考えております。事業所につきまし

ては指定管理者を公募させていただいて、進めて

いきたいと考えております。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○二宮委員 

今の関連で、今の答弁聞いてなんですけれど

も、販売先ですね、何か保育園やったかなという

のは説明あったんですけども、それ以外の、例え

ば道の駅、海の駅等々に置くとか、そういう販売

先のめどというか、計画はあるんでしょうか。 

○長野福祉課長 

パンの製造につきましては、今後どのような事

業所がこの事業に加わっていただけるのか。まだ

はっきりわからないところでありますが、そのパ

ンの製造に関しまして、初めは、保育園等に給食

として置かしていただいて、軌道にのりました

ら、また、販路を広げていきたいと考えておりま

す。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第143号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」のうち、福祉課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前11時10分） 

 

【医療介護部】 

【医療対策室】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前11時19分） 

ただいまより医療介護部所管分の審査に入りた

いと思います。 

まず冒頭に山岡医療介護部長より挨拶をお願い

いたします。 

○山岡医療介護部長 

挨拶を行う。 

○源委員長 

山岡部長ありがとうございました。 
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それでは、ただいまより議案の審査に移りま

す。 

まず、議案第143号「令和元年度西予市一般会

計補正予算（第２号）」のうち、医療対策室所管

分を議題といたします。 

亀岡室長より説明をお願いいたします。 

○亀岡医療対策室長 

それでは議案第143号「令和元年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」につきまして、医療対

策室関係予算のご説明を申し上げます。 

補正予算書19ページをお開きください。 

今回の補正につきましては、外国人材活用推進

事業としまして、技能実習生２名を雇用するため

の準備に必要となる費用173万8000円を増額補正

するものであります。支出内訳につきましては、

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費

におきまして、受け入れ調整のコーディネート料

や生活支援の報奨金100万5000円、旅費19万

4000円、パンフレット作成委託料50万円、事業に

係る事務費等3万9000円、合計173万8000円を増額

補正するものであります。 

なお、この事業につきましては、歳入予算とし

まして、国の地方創生推進交付金の決定を８月

23日に受け、地方創生推進交付金144万円の歳入

予算を計上しております。 

また、歳入予算144万円のうち、69万円につき

ましては、野村介護老人福祉施設事業会計繰出金

として支出しております。 

以上でご説明を終わりますが、よろしくご審議

の上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

○二宮委員 

この区分の中で、パンフレット作成委託料50万

とあるんですけれども、目的と部数、また配布先

等がわかりましたらお願いします。 

○亀岡医療対策室長 

パンフレット作成につきましては、実習生がこ

ちらに来てから生活支援の研修であったり、介護

技術の研修であったりしたときに、日本語とモン

ゴル語の両方を使用してのパンフレット作成を予

定しております。部数につきましては今後、まだ

検討予定なんですが、監理団体と相談しながら調

整を進めていきたいと考えております。 

○源委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

○酒井委員 

外国人材活用推進事業ってありますけれども、

部長が先ほど言いましたように、今回つくし苑で

入られる方を中心とした活動費として、地方創生

的な形で予算を組んでいると、こういう解釈です

ね。現在外国人雇用が250人ぐらい多分西予市に

入っていると思うんですけども、その人たちに対

するパンフレットだとか、そういう活動費用では

ないということでございますね。それで保健衛生

総務費に予算が組み込まれているという解釈でよ

ろしいですね。 

○亀岡医療対策室長 

今酒井委員のおっしゃられたことについては、

今回、介護技術実習生についてのパンフレット等

は作成料なんですが、今後監理団体の費用であっ

たりとか、今後の外国人材をどう地域になじんで

いただくかというような委員会も設置する予定に

しておりますので、そこは市全体の予算も少しは

計上させていただいております。 

○酒井委員 

その場合においては、やはりこの医療対策室的

な形の中で推進していくべきことではないんでは

なかろうかと思いますが、市全体の中で、結局ど

のようにして外国人雇用して、地域のふるさとの

文化、歴史、西予市の文化、そういうものを理解

していただいて、西予市が外国人に対しまして、

住みよいすばらしいところだなというようなこと

がわかっていただけるような活動につなげてほし

いと思いますので、医療対策室が主力でやる場合

と、それから各産業とか雇用対策室とかそういう

とこと連携でやれることを私は、最初から進言を

しているところでございますが、今回に関しまし

てはモンゴルの医療研修生を対象としているとい

う解釈でとらえておきます。 

○山岡医療介護部長 

酒井委員からご指摘いただいた点ですが、実は

内部のほうでも、今直接事業としては施設に受け

入れるための予算も組んでおりますが、先ほど亀

岡室長が申しましたように、いろんな農業とか、

縫製とかそういったところ、あるいはこの同業種

で介護人材でも、今後入れられる予定の方、施設
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がございます。そういったところとの連携会議を

開催したり、市として、もうちょっと広くいうと

インバウンドの方とか、そういう方も含めた対応

という意味で、庁舎内でも、その主体となるとこ

ろは、総務企画部まちづくり推進課で、総括的な

調整というか話し合いを持つように、今内部でも

少し進めているところでございます。 

○酒井委員 

モンゴル語がわかる方はおられるんですか。 

○亀岡医療対策室長 

今市役所職員の中には理解できるものはおりま

せん。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○酒井委員 

今多言語がすぐ通訳できる機器とかそういうも

のがあるわけですよ。モンゴル語がちょっと中に

入っているかわかりませんけど、20、30カ国ぐら

いのもんがあるわけで、そういう機器を買うと

か、これ言葉の伝達と意思疎通ができないとホー

ムシックになったりいろいろするわけで、そうい

う予算もやっぱり組み込むべきだと思いますよ。

お二人でしたら２台あって、こちらの言語、日本

語で言えば向こうのモンゴル語で出てくる。モン

ゴル語で言えば日本語でこっちへ言ってくれる。

こういう機器があると思いますんで、そのあたり

も考えられたらどうですか。 

○亀岡医療対策室長 

そういうツールですとか、携帯のアプリですと

か、そういったものを今後、うまく活用していけ

ればと考えております。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決に移ります。 

お諮りいたします。 

議案第143号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」医療対策室所管分について、原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前11時32分） 

 

【つくし苑】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前11時33分） 

続きまして、議案第152号「令和元年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第２

号）」を議題といたします。 

岩本事務長の説明を求めます。 

○岩本つくし苑事務長 

議案第152号「令和元年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第２号）」について

ご説明を申し上げます。 

補正予算書１ページをお開きください。 

今回の補正は、国の地方創生推進交付金事業、

補助率２分の１を財源とする一般会計補助金69万

円と国の高齢者福祉施設防災対策事業、補助率２

分の１、国庫補助金47万3000円の採択を受けて、

それぞれの補助金を財源にした対象事業経費の補

正をするものでございます。 

予算第３条の収益的収入及び支出の補正につき

まして、施設事業費用を19万円増額し、支出の総

額を5億5935万5000円とするものであります。 

また、予算第４条資本的収入及び支出の補正に

つきまして、資本的支出を94万6000円増額し、支

出の総額を4861万8000円とするものであります。 

補正予算書12ページの補正予算事項別明細書を

お開きください。 

国の地方創生推進交付金事業の支出につきまし

ては、1款施設事業費用、1項施設運営事業費用、

3目経費及び7目研修費の中で、外国人技能実習生

受け入れに伴う監理組合への委託料と入国後語学

研修費用19万円を増額調整するものであります。 

補正予算書14ページをお開きください。 

国の高齢者福祉施設防災対策事業の支出につき

ましては、1款資本的支出、1項建設改良費、2目

固定資産購入費の中で、非常用発電機３台を購入

する費用94万6000円を補正するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いいたします。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 

ただいまより質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○酒井委員 
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非常用発電機、大体３台で94万だったら30万そ

こそこのもんで発電機ですか、モーター式のやつ

ですか、どんなんですか。 

○岩本つくし苑事務長 

インバーター発電機３台ですが、１台が32万円

のものを予定しております。それから27万円の分

を二つ、ちょっと小型のやつを２台用意しており

ます。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第152号「令和元年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第２号）」につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決することに決しました。 

以上をもちまして、本委員会に付託されました

議案についての審査は全て終了をいたしました。 

これにて閉会をいたします。 

 

 

 閉会 午前11時38分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

  西予市議会厚生常任委員長 

 

 

 

 

 

 


